
寒河江市未熟児養育医療に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

 

令和７年１０月２２日 

 

寒河江市長  齋  藤  真  朗 

 

 

 

寒河江市規則第２４号 

 

寒河江市未熟児養育医療に関する規則の一部を改正する規則 

 

寒河江市未熟児養育医療に関する規則（平成２５年市規則第１１号）の一部を

次のように改正する。 

第４条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を

加える。 

２ 前項の規定による医療券の再交付を受けた者は、失った医療券を発見したと

きは、当該医療券を速やかに市長に返還しなければならない。 

様式第４号を次のように改める。 

 

  



 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第４号の改正規定並びに

次項及び附則第３項の規定は、令和８年４月１日から施行する。 



（経過措置） 

２ 前項ただし書に規定する規定の施行（次項において「様式の改正等の施行」 

という。）の際現にあるこの規則による改正前の様式（次項において「旧様

式」という。）により使用されている書類は、この規則による改正後の様式

によるものとみなす。 

３ 様式の改正等の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、

これを取り繕って使用することができる。 

 


